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１．計画策定の目的

�「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律」の第６条第１項の規定により、
市町村はその区域内の「一般廃棄物
処理計画」を定めなければならない
とされています。

�一般廃棄物である「ごみ」と「生活
排水」を対象とします。

�本計画は、現行計画の目標値の達成
状況や、社会情勢の変化を踏まえ、
現行計画の見直しを行い、本市の一
般廃棄物処理の基本的な方向性を定
めることを目的とします。

１-１. 一般廃棄物処理基本計画の位置付けと目的
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差し替え 
廃棄物の処理及び清掃に 

関する法律 

衣浦東部ごみ処理広域化計画

 

安城市総合計画（後期計画）

安 城 市 環 境 基 本 計 画

安城市一般廃棄物処理基本計画 
（15 年間の中長期計画） 

安城市一般廃棄物処理実施計画（各年度計画） 

ごみ処理実施計画 生活排水処理実施計画 

各リサイクル関連の法律 

個別物品の特性に応じた規制 

廃棄物の適正処理 

資源の有効な利用の 
促進に関する法律 

リサイクルの推進 

循環型社会形成推進のための法体系 

一般廃棄物処理計画 

ごみ処理基本計画 

環 境 基 本 法 

環境基本計画 

循 環 型 社 会 形 成 推 進 基 本 法 

循環型社会形成推進基本計画 

生活排水処理基本計画 

プラスチック資源循環 

プラスチックに係る 
資源循環の促進等 

に関する法律 

廃棄物処理施設整備計画 

廃棄物処理基本方針 
プラスチック 

資源循環戦略 

愛知県廃棄物処理計画 

安城市災害廃棄物処理計画

（本編 図 １−１本計画の位置づけ） 3
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�第１章 基本的事項
本計画の目的や位置づけ、上位計画との関係等について定めます。

�第２章 市の概況
本市の土地利用や人口動態等を示します。

�第３章 ごみ処理の現状と課題
ごみ処理の現状の把握や現行計画の目標・施策の評価を行い、課題を抽出します。

�第４章 ごみ処理基本計画
第３章の現状と課題を踏まえて、ごみ処理基本計画の目標値及び施策を見直します。

�第５章 生活排水処理の現状と課題
生活排水処理の現状の把握や現行計画の目標・施策の評価を行い、課題を抽出します。

�第６章 生活排水処理基本計画
第５章の現状と課題を踏まえて、生活排水処理基本計画の目標値及び施策を見直します。

�第７章 計画の進行管理
本計画の施策の推進や目標達成のための進行管理方法を示します。

１．計画策定の目的
１-２. 計画の構成
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２．ごみ処理の現状と課題

�１．ごみ総排出量
- ごみ総排出量及び１人１日当たりのごみ排出量：減少傾向

２-１. ごみ処理の現状
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２．ごみ処理の現状と課題

�２．リサイクル率及び最終処分量の現状
- リサイクル率及び最終処分量：令和元年度以降、改善

２-１. ごみ処理の現状
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２．ごみ処理の現状と課題

�現行計画の39施策の評価結果
- 評価A（特段の課題もなく、着実に進行）：３３施策
- 評価B（ある程度課題があり、進行及び効果が不十分）：４施策
- 評価C（進行がほとんどない、または、凍結中）：２施策

２-２. 現行計画の目標値の達成状況及び施策の評価

�評価Cの２施策：食品ロスに関する施策
⇒より一層の取り組みの推進が必要

項目 令和２年度 達成状況 （参考）令和３年度
実績値実績値 目標値

２Rの啓発回数 0回/年 36回/年 × 8回/年
リサイクル率 21.6％ 25.5％ × 21.5％
1人1日当たりの
最終処分量 70ｇ/人・日 88ｇ/人・日 〇 66ｇ/人・日

�現行計画の目標値の達成状況
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２．ごみ処理の現状と課題

�家庭系ごみ：全体の排出量はH24以降減少傾向だが、可燃ごみは人口の増加
に伴い増加傾向、資源ごみ排出量は減少傾向

�事業系ごみ：新型コロナの影響により令和２年度に大きく減少したが、令和
３年度に再び増加

�プラスチック類の可燃ごみへの混在、プラスチック資源循環促進法の施行へ
の対応

⇒ 家庭系ごみ、事業系ごみの減量化及び資源化の推進

⇒ ４R、プラスチックの分別収集、食品ロスの削減等の推進

２-３. ごみ処理の課題
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３．ごみ処理基本計画の目標値と施策について

�基本理念
３-１. 基本理念と基本方針、計画数値目標

限りある資源を大切にし、ごみの減量と適正な処理により、
環境負荷の少ない 持続可能なまち

基本方針１ ごみの減量を中心とした４Ｒ活動の推進
基本方針２ わかりやすい情報発信と行動する人づくり
基本方針３ 安全安心かつ安定的な処理の確保

指標
【基準年度】
（実績値） 【中間目標年度】 【計画目標年度】

令和３年度 令和９年度 令和14年度 令和19年度
1人1日当たりごみの排出量 903g/人・日 884/人・日 873/人・日 864/人・日
1人1日当たりの家庭系ごみ排出量
(資源ごみ、集団資源回収を除く) 510/人・日 472/人・日 460/人・日 449/人・日

リサイクル率 21.5% 23.6% 23.9% 24.5%

最終処分量 4,598 t/年 4,801 t/年 4,717 t/年 4,403 t/年

�ごみ処理基本計画の目標値
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３．ごみ処理基本計画の目標値と施策について

�３つの基本方針に対して、それぞれ２つの施策を設けています。
３-２. 施策の体系

基本方針１　ごみの減量を中心とした４Ｒ活動の推進

施策１　リフューズ・リデュース･リユースの推進

施策２　リサイクルの推進

基本方針２　わかりやすい情報発信と行動する人づくり

施策１　市民活動の推進

施策２　ごみ排出ルールの徹底

基本方針３　安全安心かつ安定的な処理の確保

施策１　収集運搬体制

施策２　中間処理・最終処分体制
10
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３．ごみ処理基本計画の目標値と施策について

�基本方針１ 「施策１リフューズ・リデュース・リユースの推進」
- 1-1 食品ロスの削減、生ごみの減量（拡充）
• マッチングシステムの周知（食品が余っている人と求めている人をつなぐ）
- 1-2 プラスチック資源循環の推進（拡充）
• 使い捨てプラスチック製品使用削減のための啓発
- 1-3 ごみのリユースの促進（継続）
• 「もったいない」意識の向上を図り、リユースを促進

３-３. 各施策について

赤字：新規、⻘字：拡充、灰色：継続

�基本方針１ 「施策２リサイクルの推進」
- 2-1 プラスチック資源化事業の導入（新規）
• 「プラスチック一括回収」の導入を検討
- 2-2 ⺠間事業者との連携（新規）
• ⺠間事業者と連携してペットボトルや⼩型家電等の回収を行い、リサイクルを促進
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３．ごみ処理基本計画の目標値と施策について

�基本方針１ 「施策２リサイクルの推進」
- 2-3 資源収集拠点･利用施設の効率的運用（拡充）
• 新たなリサイクルステーションの設置を検討
- 2-4 集団資源回収の促進（継続）
• 集団資源回収の実績状況を把握し、効率的な回収を推進

３-３. 各施策について

赤字：新規、⻘字：拡充、灰色：継続

�基本方針２ 「施策１市⺠活動の推進」
- 1-1 ごみ減量を目的とした市⺠活動の⽀援（継続）
• ごみ減量推進市⺠活動⽀援プログラムの推進
• 標語・ポスター・功労者の表彰事業等の開催
- 1-2 環境学習の推進（継続）
• 社会科副読本と啓発ビデオ等による環境学習の推進
• 清掃施設の見学会「クリーンバス事業」の実施
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３．ごみ処理基本計画の目標値と施策について
３-３. 各施策について

赤字：新規、⻘字：拡充、灰色：継続

�基本方針２ 「施策２ごみ排出ルールの徹底」
- 2-1 家庭系ごみの分別の徹底（継続）
• ごみと資源の分け方・出し方早わかりブック等を全⼾に配布
- 2-2 不法投棄防止対策の推進（継続）
• パトロールの実施等、不法投棄防止体制を強化
- 2-3 事業系ごみの適正処理の指導（拡充）
• 業者と市⺠をつなぐ食品ロス削減マッチングシステムの利用を推進

�基本方針３ 「施策１収集運搬体制」
- 1-1 適正な収集運搬体制の確保（継続）
• 収集運搬委託業者との定期的連絡会等により、収集運搬体制を適正化
- 1-2 ごみの排出が困難な方への対応（新規）
• ごみ出し⽀援策を関係部署と調整しながら検討
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３．ごみ処理基本計画の目標値と施策について

�基本方針３ 「施策１収集運搬体制」
- 1-３ 危険ごみへの対策の実施（新規）
• リチウムイオン電池等の排出方法を分かりやすく周知
• 新たな回収場所を検討

３-３. 各施策について

赤字：新規、⻘字：拡充、灰色：継続

�基本方針３ 「施策２中間処理・最終処分体制」
- 2-1 中間処理計画（拡充）
• 運転委託業者に安全運転に関する指導の実施
- 2-2 最終処分（継続）
• 埋立対象物の減量・減容化を推進
- 2-3 非常時のごみ処理体制の構築（新規）
• 災害時も廃棄物処理を円滑に行うためのＢＣＰ（事業継続計画）の策定を検討
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４．生活排水処理の現状と課題

- 汚水処理人口普及率：86.4％（H29）から91.9％（R３）へ5.5％増加
４-１. 生活排水処理の現状

項目 令和３年度
実績値

令和４年度
目標値 達成状況

汚水処理人口普及率 91.9％ 91.0％ 〇

�現行計画の目標値の達成状況
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４．生活排水処理の現状と課題

� 汚水処理人口普及率：年々増加、令和４年度の目標値を既に達成
一方、水質改善はみられるものの、一部の河川で環境基準を超過

� 生活排水対策の必要性、浄化槽管理の重要性等を普及・啓発
� 下水道への接続や、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの合併

処理浄化槽への転換促進が必要

４-２. 生活排水処理の課題
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５．生活排水処理基本計画の目標値と施策について

�基本理念
５-１. 基本理念と基本方針、計画数値目標

環境負荷の少ない暮らしにより、良好な水環境を
次世代までつなげていく 持続可能なまち

基本方針１ 生活排水処理施設の整備促進
基本方針２ し尿処理施設の維持管理
基本方針３ 水環境の改善に向けた啓発

項目
【基準年度】
（実績値） 【中間目標年度】 【計画目標年度】

令和３年度 令和９年度 令和14年度 令和19年度

汚水処理人口普及率 91.9％ 96.4％ 97.0％ 97.7％

�生活排水処理基本計画の目標値
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５．生活排水処理基本計画の目標値と施策について

�基本方針２
「施策１環境クリーンセンターの適切な維持管理」
• 施設の定期的な保守管理

５-３. 各施策について
�基本方針１
「施策１ 浄化槽設置整備事業補助金制度の継続及び周知」
• 浄化槽設置整備事業補助金制度を継続して実施
「施策２ 公共下水道整備の促進」
• 供用開始区域における下水道への接続を周知、啓発

�基本方針３
「施策１家庭での生活排水対策の啓発」
• 生活排水対策の必要性について啓発活動を進め、市⺠の理解と協⼒を促進

「施策２ 浄化槽の適正管理の啓発」
• 浄化槽の維持管理の重要性について啓発 18
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�８⽉１７日（水）〜９⽉１６日（金）
パブリックコメントの実施

�１０⽉１９日（水） ごみ減量推進委員会の開催 計画の承認（答申）
�１０⽉２８日（金）〜１１⽉２８日（⽉）

パブリックコメントの結果公表
�１０⽉３１日（⽉） 告示

６．今後のスケジュール
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